
20広報すおう大島 平成 29 年 ( 2017 年 )3 月号

お知らせ３月

　「収入の申告」と聞くと「税金」と連想しますが、
その他にも行政の制度やサービスには対象者の所得
が要件となっているものがたくさんあります。その
ため、対象の方は収入のある方だけでなく、障害年
金や遺族年金など税金のかからない収入だけの方や
何も収入のない方も収入の申告（収入がないという
申告）をしておかなければなりません。
　6 月にはそれぞれの制度の更新処理が始まります。
まだお済みでない方は 5 月末までには収入の申告を
済ませてください。

＜収入の申告が必要な方＞
・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の被保
　険者
・福祉医療・自立支援医療・特定疾患医療に該当し
　ている方および同じ世帯の方
・児童手当対象のお子さんがいらっしゃる父母
・保育園に通っているお子さんがいらっしゃる父母

　　など　

■問い合わせ　久賀総合支所　☎（７９）１０００
　　　　　　　大島総合支所　☎（７４）１００１
　　　　　　　東和総合支所　☎（７８）１１１０
　 　 　 　 　  橘 総 合 支 所  ☎（７７）５５００

やっちょいて　「収入の申告」

　進学・進級時期は、生活環境
や交友関係が大きく変化し、子供
が非行に走るケースがあります。
　非行を未然に防ぐためには、
〇親が子供の身なり、言動など細かい変化に気を
配る
〇地域の大人が、地域の子供と日頃からあいさつ
を交わしたり、地域行事などで交流することによ
り、社会への帰属意識を高めることが重要です。
　また、スマートフォン等の普及に伴い、子供が
ネットトラブルに巻き込まれるケースが増えてい
ます。
　スマートフォン等の利用に関しては、インター
ネットの危険性をよく理解させ、フィルタリング
を設定した上で、家庭でルールを決めて利用させ
ることが大切です。
　子供のことで悩んだり、不安を感じることがあ
れば、

警察本部少年課ヤングテレホンやまぐち
☎０１２０（４９）５１５０

東部少年サポートセンター
　☎０１２０（４８）５１５０

　柳井警察署、周防大島幹部交番、各駐在所にお
気軽にご相談ください。
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■問い合わせ　
周防大島幹部交番    ☎０８２０（７２）０１１０
柳井警察署 　　   　☎０８２０（２３）０１１０

少年の非行・犯罪被害防止と
有害環境の浄化

春の訪れ告げる
　　大島少年サッカー大会

　今年もサザン・セト大島少年サッカー大会の開催が近づいてきました。
　広報活動をはじめ、宿泊やお弁当の手配など、観光協会も微力ながら大会
をサポートしています。
　昨今では中四国・九州から高校の強豪チームが集う「周防大島町長杯サザ
ン・セト大島高校サッカーフェステイバル」の開催や、サッカー J ２「レノ
ファ山口」の周防大島町ホームタウン化など、元日本代表・岩政大樹選手の
ふるさとに相応しい「サッカーの島」としての盛り上がりをみせています。
　いよいよ、３月 25 日㈯には小学生サッカー最後の３日間を完全燃焼しよ
うと、全国から 48 チームが周防大島に集います。
　地元からは大島・久賀・東和の各スポーツ少年団も出場しますので、ゲス
トチームへの温かいおもてなしと地元チームへの熱いご声援をお願い申し上
げます。

■問い合わせ
　周防大島観光協会　☎ ０８２０（７２）２１３４　

日程　3/25 ㈯～ 3/27 ㈪
会場　町内４会場

■大会に関する問い合わせ
　大会事務局
　社会教育課スポーツ振興課
☎０８２０（７８）５０４８


